
　「共生社会って何？」『本人ミーティングながの』のみ
なさんとのやりとりです。
　当事者の坂口一延さん「えー難しい、そんなこと考え
てないよ」、伝田「そりゃそうだ、じゃ、これから、認知症を
抱えてどうやって生きていきたい？ 生活したい？」、坂口
「無理なく、頑張ることなく、自然にやれたらいい」、伝田
「何をやるの？」、坂口「うーん、好きなこと！それぞれがや
れることをやれればいいじゃん」「渡辺さんと一緒にピア
サポート活動やれているし、いろんな人と話がしたい」
　ご主人（八木さん）「共生か…、本人ミーティングでは

家族、本人、その他の方たち
がお互いを知り合って、仲良く
なって、何かするにも協力しあ
える関係であるよね。そういう
のって時間かけなきゃできな
いよね」

　奥様（三村さんと渡辺さん）「共
生、難しい話ですね。当事者も介
護者（家族）も自立していないと難
しいかな？ どちらかが依存、共に依
存しているとうまくいかない、家族
は本人からできることを簡単に取り
上げちゃうから。でも本人の自立っ
て難しい」「本人同士が一緒に動いて、自分の言葉で
語ったことが研修とか講演とか聞いている人に響くの
は家族としてとてもうれしい。適切なサポート、パート
ナーがいてこそだと思う。家族だと何をするにも向き
合いがちでできない」「あと、環境面かな？ 旅行や買い
物に外出する時トイレが困る。一緒に入れるトイレがな
い場合もある。環境面で共生のネックになっていること
があると思います。」

　基本法ができて、はや一年。新年を迎え、新しい認知
症観や共生について、私なりに考えてみました。
　私は、毎日やりたい事や、やらなければならない事を
精いっぱいやっています。
　そんな日々のなかで、1人では難しい事も増えてきま
した。
　でも、私にはたくさんの仲間がいます。

　「この部分難しいから一緒に
やって」「こんな事挑戦したい
から一緒にやってくれない」
　と、些細なことでも頼ったり、
一緒にやってもらったりしてい
ます。
　できないことを普通に言え

て、応援を頼めるって事も新しい認
知症観であり、共生社会だと思い
ます。
　共生社会、共に生きるってことは
多様な想いを持っている本人と家
族に対して寄り添っていくことだと思っています。同じ人
は、一人も居ない。
　考え方もそれぞれでいいんです。でも、人は1人では
生きていけない。
　同じ人は居なくても、同じ方向には向かっている。
　誰もが1人じゃないと思える地域になるよう、これから
も家族や仲間達と挑戦していきます。
　誰もがHAPPYになりますように！
　本年もどうぞ宜しくお願い致します。

「やりたいこと、信頼、時間、自立、環境」は「共生社会」の部分集合

誰もが1人じゃないと思える地域になるように！

認知症当事者
山中 しのぶ
（高知県支部）

「本人ミーティング
ながの」のみなさん
（聞き書き　長野県
支部　伝田 景光）

2025年 結成45年を迎え

今年は「認知症の人と家族の会」が1980年に結成されてから数え45年を迎えます。
人生100年時代といわれる中では、まだまだ壮年期といえるステージです。昨年「共生
社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、会や会員活動も新たなステージ
での展開が期待されています。新春特集では、会発足時に生を受けた世代のみなさんから
抱負や意気込みを伺い、これからの活動につなげるメッセージをお届けします。

新たなステージに向けた
新春メッセージ

新春特集
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　「共生社会」一言で表現すると壮大なイメージがしま
すが、最も重要な「共生」は家庭から始まるのではない
でしょうか。そういった意味でまずは認知症の人を介護
する家族やご本人が「新しい認知症観」を持つことが重
要だと思っています。
　認知症と診断されると本当にショックです。私も「お

先真っ暗!」そう感じたのは事
実です。それは私が「認知症」
に対するネガティブなイメー
ジしか持っていなかったから
です。そのため、周りに言えず

数年過ごしました。あの時ずっと
周囲に告げることなく過ごしていた
ら、今の私たちはないでしょう。
　認知症と告げられた家族やご本
人のカミングアウトは特別なことを求めて行うわけで
はありません。「それまでの生活と変わらず傍にいてほ
しい。困ったときにそっと手を差し伸べてほしい」ただそ
れだけを望んでいます。
　そのようなポジティブな社会に変わるためのこの「新
しい認知症観」に私は期待しています。

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様にとって、幸多き年になりますよう沖縄の
地から、心よりお祈り申し上げます。
２０２４年は、社会に対する強いメッセージがありまし
た。それは、２０２４年１月１日に施行された「共生社会の
実現を推進するための認知症基本法」です。
　地域では、認知症の人の尊厳を守り、希望を持って社
会生活が送れるように、また、介護家族も同様に尊厳を
守りながら安心して暮らしていける社会・地域を目指し
て、様々な取り組みが、展開されていくでしょう。
　認知症は、誰もがなりえる状態であり、私たちの身近
な課題です。国民１人１人が「私には関係ない」と捉える
のではなく、認知症のことを、自分ごととして捉え、考

え、向き合い、理解を深めてほしい
と願います。そして、認知症という
単語だけが独り歩きすることなく、
それぞれの思い、声が反映された
取り組み、活動を展開していくことが大切です。
　誰か１人が頑張るのではなく、それぞれの環境の中
でできることをする。そして、頑張りすぎない程度に頑
張ることが大切だと思います。誰もが安心して暮らせる
社会、共生社会の実現に向け、これからも全国の仲間た
ちと共に、認知症に向き合い、考え、活動していきたい
と思います。

介護家族こそ「新しい認知症観」を！

介護家族
月原 美由紀
（宮崎県支部）

専門職
德盛 裕元

（沖縄県支部）

誰もが安心して暮らせる社会をめざして
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「共生社会の実現を推進
するための認知症基本法」を
暮らしに活かし育てるために
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　「共生社会の実現を推進するための認知症基本

法」の施行から2年目に入りました。政府の認知症

施策推進基本計画が２０２４年１２月に閣議決定さ

れ、「新しい認知症観」に立った施策の具体像がよ

うやく見えてきました。国の基本計画を受けて今年

は、努力義務ながら都道府県や市町村が地域の実

情に即した認知症施策推進計画を策定する次のス

テージが動き始めます。

 認知症の人と家族の参画が最も重要

　本連載の第１回で鎌田代表理事も述べていま

すように、認知症基本法は基本理念の一つとして

「当事者参画」を掲げています。「事業や政策など

の計画に初期段階から関わり、深く関与すること」

を意味する参画は、お膳立てされたものに加わる

だけの「参加」とは似て非なるものです。舞台に例

えるなら、単なる観客ではなく、脚本家や演出家、

俳優として当事者自らが創造していくことにほかな

りません。

　認知症基本法は「都道府県は、都道府県計画の

案を作成しようとするときは、あらかじめ、認知症の

人及び家族等の意見を聴くよう努めなければなら

ない」（第12条第3項）と明記しています。さらに、

国の認知症施策推進基本計画は「認知症施策の

立案、実施、評価に当たっては、認知症の人と家族

等の参画が最も重要である」とまで踏み込んでい

ます。

　都道府県や市町村の計画は、地域でこれから

進められていく認知症に関するさまざまな取り組み

（施策）の大本となるものです。計画づくりの段階

から地域に暮らす本人・家族の声や思いをしっかり

反映させることが欠かせないと思います。

 行政と協働で調査項目を練り上げる

　広島県支部は2024年11月から、県の委託を

受けて、県内全域を対象に認知症や軽度認知障害

（MCI）の人の思いを聴く個別聞き取り調査と、介

護家族へのアンケート調査に取り組んでいます。認

今年の連載も10回目となり新しい年を迎えることになりました。認知症基本法は法律の制定、施行、基本計画と段
階ごとに進んでいます。それとともに県や行政が当事者の声を聴く参画での視点が重視され反映される流れとな
り、当事者団体への働きかけも行われています。今回は広島県支部が現在進行形で取り組まれている活動につい
て、副代表の山内雅弥氏からお話を伺いました。

本人と家族への調査を県から受託　「参画」の一歩に第10回

広島県支部　副代表　山内　雅弥
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知症の人が地域で暮らしていく上での課題につい

て把握するとともに、今後の施策の方向性を検討

するための基礎資料とするのが目的です。

　基本法施行を機に、家族の会から「当事者組織

としての積み重ねが生かせる新しい事業を、一緒

にやりませんか」と県に持ち掛けたのがきっかけで

した。

　「当事者目線でリアルなご本人・家族の思いや

ニーズをくみ上げる」ことをモットーに、調査設計の

段階から県の担当者と何度もやり取りしながら、認

知症に気付いた時の思い、診断の受け止めやその

後のケア、日ごろの暮らしの中での楽しみ・心配ご

となど、質問内容や言葉遣いを手探りで練り上げま

した。

　調査は各地区の世話人が調査員となり、了解の

得られたご本人を対象に集いの際や自宅をお訪ね

するなどして、直接インタビュー調査をさせていた

だいています。また、介護経験を持つご家族にはア

ンケート方式で思いを記入していただいて回収し

ています。

 当事者の率直な思いを発信する
「語り部」に

　ほとんどの世話人にとって、自らが主体となって

こうした調査をするのは初めてです。事前に開い

た研修会で、世話人同士が本人と調査員の役に

なって模擬インタビューも行い、言葉遣いや思いを

どう引き出すか“実習”しました。ご協力いただく本

人や家族にはご負担を掛けますが、あらためて当

事者からの率直な思いに寄り添い、社会に発信する

「語り部」になれたらと願っています。調査結果の

解析・評価については県支部メンバーも加わる予

定です。

　「参画」といえば、20年ほど前の話ですが、島根

県の市民グループの皆さんと訪問したデンマーク

では、高齢者や障がい者施策は国から自治体まで

どの段階でも当事者の参画が必須とされていまし

た。地区の高齢者福祉総合センターにも利用者委

員会があり、運営や人事に当事者の声が反映され

ていると聞いて当時、目を丸くしたことを思い出し

ます。

　せっかくの認知症施策推進計画も、行政が当事

者の意見を聞き置くだけでは「仏作って魂入れず」

になりかねません。主役である認知症の人と家族

の参画が地域で問われる一年になると、身の引き

締まる思いです。

次号は民間企業の活動として認知症に向き合い、社会へ発信をされている事例を紹介します。

山
やま
内
うち
　雅
まさ
弥
や

広島県支部　副代表

　駆け出しの新聞記者だったころ、結成間もない広島県

支部（当時は「広島県老人呆けの人を支える家族の

会」）の初代代表、村上昭さんを取材したのが縁で４０年

以上の付き合いになる。記者退職後は支部顧問となり、

支部会報の校正で頼りにされる。２０２４年４月、断り切

れず副代表に。仕事の傍ら、片道２時間余りかけて、施設

で暮らす要介護４の母のもとに時々顔を出す。松江支局

の記者時代に取材を兼ねてホームヘルパー３級取得。

プロフィール
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本人登場

私らしく

仲間とともに
No.231

怪我で入院中に認知症の疑いと言われて…
2018 年秋、週末の稲刈り時にけがをして入院し

たとき、認知症の疑いがあると言われましたが、信
じられませんでした。その後も仕事を続けていたと
ころ、会社から、「ミスが多くなっているので、受診
するよう」に言われ、2019 年 2 月、57 歳の時に
若年性アルツハイマー型認知症と診断を受け、その
半年後、会社側の通告により退職となりました。そ
の時は、ショックというよりもまず頭に浮かんだのは
「生活できるか？」でした。

退職翌日から、サポートセンターと行動
を始める
診断を受けて180 度生活が変わってしまったこと

に「どうすればよいのか」「これからなにをする？」
ばかり考えていました。診断を受けたとき、妻が、
奈良県若年性認知症サポートセンターに退職後の生
活について相談してくれていました。退職の翌日か
ら、コーディネーターと一緒に、地域包括支援セン
ター、地域障害者生活支援センターに行き、どこで
も、「体は元気ですから、家にいてもしかたないので、
なんでもします」と言ったことは覚えています。

B 型就労事業所といろんな活動～あき
らめるよりは納得して
現在は、妻の送迎で平日 5日は B 型就労事業所

に行き、週末午前中は県営のスポーツ施設のプー
ルで泳いでいます。その他、定期的に、若年性認
知症サポートセンターの本人交流活動、「家族の会」
のイベントに参加し、２０２４年 9 月からは、地域包
括支援センター企画のチームオレンジメンバーに参
加しています。「岡田さんこんなのどう？」と声をか
けてもらったり、紹介してもらったものは、まずは行っ
てみて、やりたいと思うことは続けてきました。1
人でできなくなったことはありますが、何事も、あ
きらめるというよりは、自分が納得してやっていこう
と思っています。同じ地域に当事者である平井正明
さんがいて、活動参加時、行き帰り一緒にいてもら
うことも心強いです。やりがいがある、楽しいこと
ばかりではないが、最
初わからないなと思い
ながらも続けていると、
「岡田さん」と気にか
けてくれる人や場所が
どんどん増えました。

奈良県在住　岡
お か

田
だ

 潔
きよし

さん（62歳）

岡田さんは、兼業農家で、40年電機メーカーで働いて
いました。2019 年 57歳の時、若年性アルツハイマー型
認知症と診断されました。現在は、就労継続支援 B型作
業所（以下「Ｂ型就労事業所」）に通う傍ら、ピアサポート
“まほろば倶楽部 ”の平井正明さん（№ 214、215で登場）
と一緒に行動したり、「家族の会」の交流会などにも積極
的に参加しています。奈良県若年性認知症サポートセン
ターのコーディネーターで、「家族の会」奈良県支部の世
話人の尾崎京子さんの聞き書きから紹介します。

（編集委員　松本律子）

本人交流の場
（詳細は各支部まで）

情  報
コーナー

北海道◉2月3日㊊13：15～15：30
本人の「つどい」→かでる2.7
宮城◉2月6日㊍10：30～15：00
本人・若年認知症のつどい「翼」→仙台
市泉区南光台市民センター
山形◉2月20日㊍14：00～15：30
若年性認知症の人と家族のつどい「な
のはな」→篠田総合病院
埼玉◉2月15日㊏13：00～15：30
若年のつどい・上尾→社会福祉法人あ
げお福祉会

千葉◉2月16日㊐13：00～15：30
本人・家族交流会→千葉県社会福祉センター
神奈川◉2月16日㊐11：00～15：00
若年性認知症よこはま北部のつどい→横浜市中山地域ケアプラザ
岐阜◉2月1日㊏13：30～15：30
あんきの会→多治見市総合福祉センター
静岡◉2月4日㊋10：00～12：00
若年性のつどい→ロゼ会議室
愛知◉2月8日㊏13：30～16：00
元気かい→東海市しあわせ村
三重◉2月16日㊐13：30～15：30
若年のつどい→四日市総合会館
兵庫◉2月8日㊏13：00～15：00
若年性のつどい→神戸市立総合福祉センター

奈良◉2月1日㊏13：00～15：00
本人のつどい→奈良県社会福祉総合センター
和歌山◉2月16日㊐13：30～15：30
若年性認知症交流会→オークワセント
ラルシティ内ひかりサロンりゅうじん
鳥取◉2月4日㊋15：00～16：00
本人グループ・山陰ど真ん中→わだや小路
広島◉2月8日㊏11：00～15：30
陽溜まりの会広島→広島市中区地域福祉センター
徳島◉2月15日㊏13：30～15：30
縁の会（若年のつどい）→県立総合福祉センター
熊本◉2月1日㊏13：00～15：00
若年のつどい→熊本県認知症コールセンター

オレンジカフェで、準備中です
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このコーナーに寄せられたお便りの他、入会申込書、「会員の声」はがき、支部会報から選び掲載しています。

〒602-8222　京都市上京区晴明町811-3　岡部ビル２F
「家族の会」編集委員会宛
  F A X    075-205-5104 　
   Eメール  otayori@alzheimer.or.jp
※今月からお便りのメールアドレスが変わりました

お便りお待ちしています！

兵庫県　Aさん　（70歳台　女性）
突発性難聴になりました。ウイルス感染、耳
元で大きな音を聞いた。耳に水が入った。など
の原因が見当たりません。ある日突然左の耳が
シーンとなり、聴こえが悪くなりました。
近所の耳鼻科で診断され、紹介状をもらっ

て、大きな病院に行きました。「原因不明」を「突
発性」というそうです。退院後、ステロイドを
点滴（朝 1回）あとは休養です。家に居たら
働くから隔離して強制的に「休養」らしいです。
原因は「過労」だと思います。思えば母を
介護している時も自分のことを後回しにしたた
め、胃がんになりました。皆さん自分をいたわっ
て、早めに休み、定期検診も行って下さいね。

東京都　Bさん（70歳台　男性）
「ぽーれぽーれ」2024.11 月号「会員さんか
らのお便り」の福島県 Fさんのお便り（大人
用紙パンツについて）について私も同じような
経験をしましたのでお便りします。
3 年程前からアルツハイマー型認知症の妻

（74 歳）が 7月初旬に「尿路感染症」で 2週
間ほど入院しました。入院初日に便を漏らして
寝具等を汚してしまいました。そのため病院で
「介護パジャマ」（上下繋ぎのパジャマ）を着
せていただいていました。
このパジャマだと手をパンツの中に入れるこ

とはできません。便をつかんで寝具を汚すこと
はなくなりました。退院してからも毎日欠かさず
使用しています。ネットで購入すると4280円で

した。
入院前にも朝方布団の中で便をつかんで寝

具を汚すことがあり苦労したことが何回かありま
した。排便時刻のデータから5 時半から6 時
頃トイレ（ウォシュレット）に連れていきます。
紙パンツと尿取りパッドと「介護パジャマ」、ウォ
シュレットで何とか現段階の排便対応をしてい
ます。参考になれば幸いですが。

奈良県　Cさん　（50歳台　女性）
脳梗塞後遺症のある義母の在宅介護が始まっ

て2週間が経ちました。夜間せん妄にて、介護
者である私たち夫婦の寝不足が続いています。
老健から在宅への移行に際し、片麻痺に対する
福祉用具のサポートは受けられました。しかし、
認知機能低下については特に助言もなかったた
め、夫婦ともに軽く考えており、心も家も準備でき
ていませんでした。
回復期リハ病院でも老健でも夜間の問題行動

はあって十分予想できたことなのだから、これこ
そ事前にサポー卜してほしかった…とつい恨み言
がよぎります。
家族の心構えや技術習得、徘徊や排泄対策、
認知症サポート医への相談や治療開始などなど。
老健退所前に準備できることはたくさんあったは
ずで、そのうえで在宅介護に進みたかったと今さ
らですが感じています。新たに決まった、かかり
つけ医は老健系列の先生で、退所直後に継続
処方のための診察のみ。まだ相談の機会はあり
ません。
とにかく、いまからでも情報を集めようと奮闘し
ていたところ貴会の存在を知りました。とても心強

母を介護している時も・・・

私も同じような経験をしました

心強く感じ入会しました

https://bit.ly/45tj93i
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よく感じて、さっそく入会を申し込んだ次第です。
思わずつらつらと心情を吐露してしまい、大変

失礼いたしました。これからどうぞよろしくお願い
申し上げます。

 沖縄県　Dさん　（40歳台　女性）
認知症実務者研修を受講し、『認知症の人

と家族の会』の情報を知りました。私は、介護
の仕事をして5 年目になりましたが、まだまだ
認知症の方のケアは分からないことが多く、そ
の人の不安を少しでもなくせるような対応が出
来るようになりたいと思い、「家族の会」に入会
を希望します。認知症の啓発活動の本人が話
す講演会に参加し、皆が前向きに生きていける
社会を目指していると話されていたので、私も
その想いに共感し、認知症の事をもっと知り、
地域で支える活動にも参加したいです。

 長野県　Eさん　（70歳台　男性）
兄を介護中です。1, 視力0.1。2, 腰が悪く杖

をついている。3,ほとんどアルコール中毒。5, 頑
固な元調理人。4, 妻が足の骨折で10月5日入
院、退院予定は年明け。
食事は弁当をとっているが運動しないのであま

り食べない、元調理人のプライドがあってまずい
ものは食べない。夜近所のすし屋へ行き、飲ん
で弟の私に電話。妻がいないと。毎朝私が顔を
出すが、朝は割としっかりしている。最近元気が
ないと言ってデイサービスもいかない。前に妻と
認知症の検査したことがあったようだが、息子（神
奈川在住）と相談するが医者に行っても酒をや
めるのが先決だと言われただけだと。
確かにアルコール性認知症のような症状か。

今後どうしたらいいか、同じような境遇の人はどう
したのか知りたい、又相談したい。

 長野県　Fさん（40歳台　男性）
私は「認知症になっても、自分らしく生きること

ができる社会を」というビジョンを掲げて、活動を
しております。
具体的には、ブログや SNSでの情報発信。

認知症セミナーの開催。認知症専任講師。今後、
コーチング、コンサルティングをする予定です。
また、出版をする予定でいます。これから、編
集者さんと打ち合わせをしていきます。
私は、「認知症の方ご本人を中心として支援し

ていく」のではなく、認知症の方ご本人、ご家族
様、介護従事者の方など、全ての人が人として
尊重される環境が、認知症の方の支援になると
思っています。
だからこそ、ご家族様の心の安寧になるような
活動もしたいと思ってしいます。また、ご家族様
がどんなことで困っているかという情報を頂いて、
そのために自分ができることを考えて、行動して
いきたいと思っています。また、私のコアは、「人
の心の支えになる」ということです。
思春期に統合失調症を発症しました。(今は
双極性障害という診断 )その時に、精神保健福
祉士の方に、心救われ、思春期を生き抜くこと
ができました。その経験から、今度は自分が「心
を支える」人間になりたいと思いました。それが、
対人援助職になろうと思った原点です。
支援をしたいというよりも、交流をして、ご家族
様の「声」をお聴きしたいです。
交流をすることで、ご家族様が、少しでも心が
軽くなるような、そんな人になれたらと、おこがま
しくも思っています。微力ではありますが私にでき
る精一杯をさせていただきたいと思っております。
よろしくお願い致します。

認知症のことをもっと知りたい

同じ境遇の人は

私に出来る精一杯を

※お名前はイニシャルではありません。年齢は「50歳台」等で表記しています。


